
平成25年度事務事業評価表（平成24年度振り返り）

政策名

所管課係名

所管課長名
事業費

（実績額）
人件費

（理論値）
トータル
コスト

実績値 実績値 実績値 ① ② ①＋② 事業費
（実績額）

事業費
（実績額）

（ 単位 ） （ 単位 ） （ 単位 ） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

□ ■ ■ 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度

811(316) 2,193 18.9 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4 必要性 有効性 達成度 効率性

福祉総務課長
宮崎　守通

（件数） （人数） （ ‰ ）

平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度

財源 □ ■ □ 840(257) 1,994 17.1

上乗 □ （件数） （人数） （ ‰ ）

■ □ 全部委託 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度

□ 一部委託 □ 補助・助成金 999(275) 1,825 15.8

□ （件数） （人数） （ ‰ ）

□ ■ □ 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度

1,511 209 100 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4 必要性 有効性 達成度 効率性

福祉総務課長
宮崎　守通

（世帯数） （ ％ ） （ ％ ）

平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度

財源 ■ □ □ 1,377 189 100

上乗 □ （世帯数） （ ％ ） （ ％ ）

■ □ 全部委託 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度

□ 一部委託 □ 補助・助成金 1,261 168 100

□ （世帯数） （ ％ ） （ ％ ）

□ ■ □ 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度

42,776 533 1.2 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4 必要性 有効性 達成度 効率性

福祉総務課長
宮崎　守通

（件数） （件数） （ ％ ）

平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度

財源 ■ □ □ 41,498 833 2.0

上乗 □ （件数） （件数） （ ％ ）

□ ■ 全部委託 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度

□ 一部委託 □ 補助・助成金 35,677 1,217 3.4

□ （件数） （件数） （ ％ ）

□ ■ □ 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度

7 7 100 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4 必要性 有効性 達成度 効率性

福祉総務課長
宮崎　守通

（ 人 ） （ 人 ） （ ％ ）

平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度

財源 □ ■ □ 7 7 100

上乗 □ （ 人 ） （ 人 ） （ ％ ）

■ □ 全部委託 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度

□ 一部委託 □ 補助・助成金 7 7 100

□ （ 人 ） （ 人 ） （ ％ ）

一般財源分

全庁評価会議
（26年度に向けた

方向性等）事務事業の方向性、項目別評価
及びその理由等

特定財源に伴う一般財源 一般財源

事業費の概要説明

事務事業全体

事務事業の方向性、項目別評価
及びその理由等

指標 指標

成果指標
（意図したことの結果の

数値指標化）

事務事業名 指標

義務的 努力義務的

健康で幸せにすごせるまち 施策番号・名 10 健やかな生活を支える保健医療の推進 生活の安定と自立に向けた支援基本事業番号・名

事務事業
番号

事務事業の概要
(根拠法令等、財源、上乗、形態)

説明欄：

0

直営（委託無）

954

レセプトの件
数

修正を求めたレ
セプトの件数

意図
医療費の適正な執行をするため、レ
セプトの誤りの有無、投薬の評価。

640 368

１０－０４

事務事業の目的
事務事業の対象、手段（事業内容）、意図

対象指標
（対象の数値指標化）

活動指標
（手段の数値指標化）

生活保護レセプト点
検事業

全額補助 一部補助有 市全額

市独自上乗せ（上乗・横出）

1,900

1,353

事業
形態

その他（　　　　　　　　　　　　　）

修正を求めた
レセプトの件
数割合

1,582

399

24年度以
降方向性

説明欄：レセプト点検は、生活保護医療費
の適正な執行（削減）のため点検を行って
いる。平成２３年度から電子レセプトシス
テム導入に伴い、被保護患者の適切な処遇
の確保や処遇方針を決定する上で重要な判
断材料となる。

対象 医療扶助レセプト

318

医療扶助レセプト全件について、請
求の誤りや投薬等について委託業者
が点検する。

1,008

説明欄：

説明欄：

現状維持
25年度以
降方向性

25年度以
降方向性

現状維持 現状維持
26年度以
降方向性

自主的

説明欄：

700

（市）東久留米市被保護者自立促進事業経
費支給要綱
（市）東久留米市生活保護受給世帯の学
童・生徒に対する法外援護事業要綱

説明欄：

4,954 5,663709

直営（委託無）

生活保護世帯

10-04-03

福祉総務課
保護係

0

手段
・

内容

市独自上乗せ（上乗・横出）

保護世帯の学童・生徒に要件等に基
づき被服費や支度金等の支給と自立
支援に要する経費の一部を支給す
る。

5,638

生活保護世帯の生活の向上と自立更
生の努力を一層助長する。

674 6,217 0

10-04-02

福祉総務課
保護係

根拠
法令
等

自主的 義務的
25年度以
降方向性

現状維持
26年度以
降方向性

26年度以
降方向性

25年度以
降方向性

現状維持
説明欄：
全額東京都の補助で実施

説明欄：東京都独自の事業（法外扶助費）
で各市の要綱に基づき支給されている。

現状維持

説明欄：生活保護法によ
り、国負担３／４、市負
担１／４が定められてい
る。また、居住地がない
者等においては、市負担
の部分が、都の負担にか
わる。

25年度以
降方向性

769,866

説明欄：生活保護制度は、資産、能力等を
活用してもなお生活困窮する者に対して、
日本国憲法第２５条に規定する理念に基き
健康で文化的な最低限度の生活を無差別平
等に保障するとともに、その自立を助長す
ることを目的とする。

説明欄：

785,186

生活保護世帯健全育
成等事業

一部補助有

3,140,747 113,495

市独自上乗せ（上乗・横出）

事業
形態

直営（委託無）

意図

4,938

自立支援対象世
帯数

3,537,751 105,188

3,034,378

1,188

最低生活維持が困難な市民及び外国
人のうち定住者以上の残留資格のあ
る人

相 談 実 施 件
数、相談の結
果申請に至っ
た件数

生活保護を受給
している者の人
数

最低限度の生活が送れるようにな
り、経済的に自立できるようにす
る。

自立支援対策
を し た 世 帯
（申請に対し
て支給した割
合）

生活保護世帯

説明欄：

3,642,939 873,742

26年度以
降方向性

26年度以
降方向性

現状維持
25年度以
降方向性

現状維持

10-04-01

福祉総務課
保護係

根拠
法令
等

自主的 義務的 努力義務的

（国）生活保護法

生活保護事業

その他（　　　　　　　　　　　　　）

全額補助

対象

市全額

その他（　　　　　　　　　　　　　）

手段
・

内容

（国）生活保護法

生活保護受給
者数／人口＝
保護率（‰）

生活保護法に基づく生活保護費の給
付。①相談②申請受付③審査④給付
決定⑤受給者の自立に向けた業務。
国の基準に基づき、世帯構成員に相
応して決定する。

手段
・

内容

努力義務的

意図

対象

25年度以
降方向性

3,647

（国）中国残留邦人等の円滑な帰国の促進
及び永住帰国後の自立支援に関する法律
（市）東久留米市中国残留邦人等に対する
支援給付事務取扱細則

1,152

一部補助有

根拠
法令
等

2,920,000 114,378

3,254,242

市全額

全額補助

事業
形態

対象

5,543

15,740

1,070

手段
・

内容

市独自上乗せ（上乗・横出）

市全額

直営（委託無）

生活、住宅、医
療、介護などの
支援給付を行っ
た者

生活、住宅、
医療、介護な
どの支援給付
を行った者／
市内在住の中
国残留邦人等
で老齢基礎年
金を満額受給
しても世帯収
入が最低生活
費に満たない
者

14,588

意図

3,278

現状維持
説明欄：生活保護に準ず
る国の事業のため改善の
余地はない。
国負担（3/4）

26年度以
降方向性

3,338

現状維持
説明欄：

説明欄：

25年度以
降方向性

14,538

14,183

24年度以
降方向性

説明欄：生活保護に準ずる国の事業のため
改善の余地はない。

事業
形態

市内在住の中国残留邦人等で老齢基
礎年金を満額受給しても世帯収入が
最低生活費に満たない者

市内在住の中
国残留邦人等
で老齢基礎年
金を満額受給
しても世帯収
入が最低生活
費に満たない
者

生活、住宅、医療、介護などの支援
給付を行う。

13,113

全額補助

13,350

努力義務的

一部補助有

人間として、日本人として尊厳を持
てる生活を確保し自立を支援

根拠
法令
等

10-04-04

福祉総務課
福祉政策係

自主的 義務的

中国残留邦人生活支
援給付金事業

その他（　　　　　　　　　　　　　）

東久留米市



平成25年度事務事業評価表（平成24年度振り返り）

政策名

所管課係名

所管課長名
事業費

（実績額）
人件費

（理論値）
トータル
コスト

実績値 実績値 実績値 ① ② ①＋② 事業費
（実績額）

事業費
（実績額）

（ 単位 ） （ 単位 ） （ 単位 ） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

一般財源分

全庁評価会議
（26年度に向けた

方向性等）事務事業の方向性、項目別評価
及びその理由等

特定財源に伴う一般財源 一般財源

事業費の概要説明

事務事業全体

事務事業の方向性、項目別評価
及びその理由等

指標 指標

成果指標
（意図したことの結果の

数値指標化）

事務事業名 指標

健康で幸せにすごせるまち 施策番号・名 10 健やかな生活を支える保健医療の推進 生活の安定と自立に向けた支援基本事業番号・名

事務事業
番号

事務事業の概要
(根拠法令等、財源、上乗、形態)

１０－０４

事務事業の目的
事務事業の対象、手段（事業内容）、意図

対象指標
（対象の数値指標化）

活動指標
（手段の数値指標化）

■ □ □ 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度

17,231 0 0 必要性 2 有効性 2 達成度 2 効率性 2 必要性 2 有効性 2 達成度 2 効率性 2

福祉総務課長
宮崎　守通

（ 人 ） （ 件 ） （ ％ ）

平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度

財源 □ □ ■ 17,871 0 0

上乗 □ （ 人 ） （ 件 ） （ ％ ）

■ □ 全部委託 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度

□ 一部委託 □ 補助・助成金 17,305 0 0

□ （ 人 ） （ 件 ） （ ％ ）

■ □ □ 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度

21 9 42 必要性 有効性 達成度 効率性 必要性 有効性 達成度 効率性

福祉総務課長
宮崎　守通

（ 人 ） （ 人 ） （ % ）

平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度

財源 ■ □ □ 1

上乗 □ （ ） （ ） （ ）

□ ■ 全部委託 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度

□ 一部委託 □ 補助・助成金

□ （ ） （ ） （ ）

□ ■ □ 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度

44 15 3 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4 必要性 有効性 達成度 効率性

福祉総務課長
宮崎　守通

（ 人 ） （ 件 ） （ 件 ）

平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度 平成23年度

財源 ■ □ □

上乗 □ （ ） （ ） （ ）

■ □ 全部委託 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度

□ 一部委託 □ 補助・助成金

□ （ ） （ ） （ ）

説明欄：

（市）東久留米市生活資金貸付条例

0 206 206

0

説明欄：当事業の類似事業として東京都社
会福祉協議会（東社協）が行っている生活
福祉資金貸付制度がある。この制度は低所
得者向けではあるが貸付金額や種類も幅広
く利用頻度も高い。連帯保証人のいらない
緊急小口資金（10万円まで）もあり、利用
しやすくなっている。これらのことから審
査の厳しい本事業から東社協の資金貸付に
移行していくものと思われる。平成２５年
第１回市議会定例会において債権放棄を上
程し、平成２４年度末にて４０件を実施し
した。基金総額の減については、債権放棄
に伴い元本の減少、事務事業評価での縮小
の方向性及び貸付申請受付件数の減を鑑
み、基金総額を1,000万円から300万円へ減
額している。

貸付件数

手段
・

内容

現状維持
説明欄：

貸付申請受付件
数

対象
市内在住3か月以上居住の市民で生活
困窮世帯

0

現状維持
25年度以
降方向性

生活資金貸付基金1,000万円から、15
万円を限度に無利子で貸付をしてい
るが、16年度以降申請がない。

努力義務的

全額補助 一部補助有

生活資金貸付事業

直営（委託無）

0

50 0

50

縮小
26年度以
降方向性

50

根拠
法令
等

自主的 義務的

市内在住の課
税標準額100万
円以下の納税
義務者

市全額

意図
事業
形態

10-04-05

説明欄：当事業の類似事業として東京都社
会福祉協議会（東社協）が行っている生活
福祉資金貸付制度がある。この制度は低所
得者向けではあるが貸付金額や種類も幅広
く利用頻度も高い。連帯保証人のいらない
緊急小口資金（10万円まで）もあり、利用
しやすくなっている。これらのことから審
査の厳しい本事業から東社協の資金貸付に
移行していくものと思われる。平成２５年
第１回市議会定例会において債権放棄を上
程し、平成２４年度末にて４０件を実施し
した。基金総額の減については、債権放棄
に伴い元本の減少、事務事業評価での縮小
の方向性及び貸付申請受付件数の減を鑑
み、基金総額を1,000万円から300万円へ減
額している。

福祉総務課
福祉政策係

0

縮小
25年度以
降方向性

26年度以
降方向性

10-04-07

福祉総務課
保護係

根拠
法令
等

自主的 義務的 努力義務的

市独自上乗せ（上乗・横出）

直営（委託無）

その他（　　　　　　　　　　　　　）

市全額

106 31 137

指定薬局の薬剤師は、処方医が後発
医薬品の使用が可能であると判断し
た生活保護受給者に対して、後発医
薬品を一旦服用することについて理
解を求める。福祉事務所は、処方せ
んの写し（糖尿病・脂質異常症・高
血圧症）の提出を薬局に対し依頼し
取組状況について確認する。

生活困窮世帯における緊急かつ一時
的な資金需要に応える。

後発医薬品の普及は、患者の負担軽
減及び医療財政の改善に資すること
から、厚生労働省では、平成24年度
までに、数量シェアを30％以上を目
標策定し取組んでいる。

0

0

市独自上乗せ（上乗・横出）

対象
（国）「生活保護の医療扶助における後発
医薬品に関する取扱いについて」（平成２
０年４月３０日社援保発第0430001号厚生
労働省社会・援護局保護課長通知）

その他（　　　　　　　　　　　　　）

50

生活保護世帯

10-04-06

福祉総務課
保護係

手段
・

内容

0

26年度以
降方向性

対象者数/指定
調剤薬局処方
せん回答件数

0

説明欄：後発医薬品の普及については、国
全体での総合的な取組が徐々に浸透し、一
般の患者が薬局で後発医薬品の説明を受け
る機会も増えてきている。このような状況
の中、生活保護の医療扶助においても、生
活保護受給者本人の意向に配慮しながら、
一般の患者と同様の説明を生活保護受給者
にも行うなどの取組を通じ、後発医薬品の
更なる使用促進を図ることを目的とする。

縮小
25年度以
降方向性

0

根拠
法令
等

財団法人ソーシャルサービス協会多
摩支所に委託し、同団体が市内で運
営する無料低額宿泊所「下里寮」の
入所者に対して、支援員を設けて居
宅生活移行への支援を行う。

全額補助 一部補助有

医療扶助適正化推進
事業

事業
形態

自主的

市全額

意図

住所不定者に対して、住所不定に
陥った根本的な問題の解決を援助し
て、生活指導等を行い再び居宅生活
に戻れるように支援していく。

糖尿病・脂質
異常症・高血
圧レセプト対
象者数

指定調剤薬局処
方せん回答件数

説明欄：

説明欄：

0

現状維持

説明欄：

説明欄：

0

0 3,600

0

説明欄：

廃止(完了･

統合含む)

26年度以
降方向性

廃止(完了･

統合含む)

説明欄：ホームレスに対
する対策として国より推
奨されている事業。セー
フティーネット支援対策
等補助金によって国によ
り１０／１０負担され
る。

説明欄：委託先である（財）ソーシャル
サービス協会多摩支所において「下里寮」
を社会福祉法による無料低額宿泊所として
維持する事が困難となり、事業委託を辞退
したため２４年度を持って終了した。

廃止(完了･

統合含む)

0

25年度以
降方向性

26年度以
降方向性

廃止(完了･

統合含む)

26年度以
降方向性

25年度以
降方向性

東久留米市福祉事務所が指定する施
設の入所者

市 内 「 下 里
寮」に入寮し
て生活する住
所不定となっ
た者の年間入
所者数（定員
は１６人）

25年度以
降方向性

居宅生活移行し
た人数

3,600

対象

意図

手段
・

内容
入所者の内、
居宅に移行出
来た割合

努力義務的義務的

その他（　　　　　　　　　　　　　）

居宅生活移行支援事
業委託

市独自上乗せ（上乗・横出）

事業
形態

直営（委託無）

東久留米市居宅生活移行支援事業実施要綱

全額補助 一部補助有

東久留米市


